
○大野市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付要綱  

令和４年３月２５日  

告示第６１号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、がん治療に伴う脱毛や乳房切除等による、外見上の悩みを抱

えるがん患者の心理的及び経済的負担を軽減するため、外見上の変化を補うため

の補整具（以下「補整具」という。）の購入に対し、予算の範囲内でその費用の

一部を助成することについて、大野市補助金等交付規則（昭和５７年規則第３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（助成対象者）  

第２条  助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者と

する。  

(1) 申請時に市内に住所を有する者  

(2) がん治療を受けた者又は現にがん治療を受けている者  

(3) 市税を滞納していない者  

(4) 助成対象経費に係る他の補助金の交付を受けていない者  

（助成対象経費）  

第３条  助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次

の各号に掲げる補整具の購入に要する経費とする。  

(1) ウィッグ（ウィッグ装着時に必要な頭皮保護用のネット等附属品を含む。）  

(2) 補整下着等の胸部補整具  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が認める補整具（ただし、材料代は含まな

い。）  

（助成金の額）  

第４条  助成金の額は、助成対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、２０，００

０円を上限とする。ただし、当該助成金の額に１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額とする。  

（助成金の申請及び請求）  

第５条  助成金の交付を受けようとする者は、助成の対象となる補整具を購入した

日の属する年度内に大野市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付申請書

兼請求書（別記様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ



ならない。  

(1) 購入した補整具に係る領収書の写し等、購入した金額が証明できる書類  

(2) 診療明細書等がん治療を受療していることが証明できる書類  

２  この要綱による申請は、１人につき１回限りとする。  

（助成金の交付決定等）  

第６条  市長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審

査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。  

（実績報告の特例）  

第７条  規則第１０条の規定による実績報告は、第５条に規定する申請書の提出を

もって実績報告があったものとみなす。  

（その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

（この要綱の失効）  

２  この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

附  則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


